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今月の表紙

２月11日（祝）、第70回堀マ
ラソン大会が開かれ、桐生市
出身の北村光さん（早稲田大
学4年）らゲストランナーも
走りを披露しました。

本町通りを疾走する
トップランナー



日頃からの備えが、　　　　　を守ります。

地震に

備える

自身自身
地震はいつ、どこで起こるか 　令和６年１月１日（祝）に発生した能登半島地震か

ら約２か月が経過しました。この地震により、建物の
倒壊や津波の被害、大規模な火災のほか、地盤の隆起
などの甚大な被害が発生し、被災地では停電、断水、
物資の不足が続きました。
　今回の地震により、本市では、緊急消防援助隊によ
る安否不明者の捜索活動や、被災建物の被害状況など
の調査、応急給水活動などの人的支援を行いました。
　近年では、東日本大震災以降も熊本地震、北海道胆
振東部地震などの大きな地震が発生し、日本各地に甚
大な被害をもたらしました。また、南海トラフ地震や
首都直下地震の発生も懸念されています。
　自分自身や家族の大切な生命・財産を守るために、
いま一度、地震への対策を見直しましょう。
問い合わせ＝防災・危機管理課防災・危機管理担当（☎
内線 415）

分かりません

令和６年能登半島地震により倒壊した民家令和６年能登半島地震により倒壊した民家

令和６年能登半島地震の被災地で支援を行う緊急消防援助隊令和６年能登半島地震の被災地で支援を行う緊急消防援助隊
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　夜間に大地震が起きて停電すると、出口がわからな
かったり、ガラスの破片が見えないなど、大変危険で
す。また、インターネットや携帯電話などを利用でき
ないおそれもあり、情報を得ることが困難になります。
そのため、寝室やリビングには、懐中電灯やラジオ、
予備の電池を常備しておきましょう。
　また、電気ストーブ、ファンヒーターなどの電気を
使用する暖房機器が使
えなくなるため、寒さ
対策に使い捨てカイロ
や湯たんぽなどの電気
を使わない防寒グッズ
も備えておきましょう。

備蓄は最低でも備蓄は最低でも３日分３日分
　大きな災害が発生すると、食料品や日用品が不足す
るおそれがあります。市も食料などを備蓄しています
が、その数には限りがあり、道路の寸断など、災害の
状況によっては、避難所を開設しても、すぐに配布で
きない場合があります。
　また、一人につき、１日に必要な水分量は３リット
ルといわれていますが、地震によって断水すると、水
道から大切な水を確保できなくなります。
　こうした事態に備え、非常用の食料や飲料水などは
最低３日から１週間分備蓄しましょう。また、水なし
で使用できる歯磨きシートやボディシート、レトルト
食品や災害用トイレなどの防災用品も用意しておきま
しょう。

いざという時のために備えましょう

停電停電に備えましょうに備えましょう

３ ３～ 7×
１日

リットル 日分
家族人数×

飲料水の備蓄目安

事前に事前に確認確認しましょうしましょう

●避難場所や避難経路避難場所や避難経路

　避難が必要になった場合、慌てずに行動できるよう
に避難場所をあらかじめ確認しておきましょう。避難
場所までの経路についても危険な場所がないかどうか
下見をしておくことが大切です。
　また、市では「指定緊急避難所」と「指定避難所」
を指定しています。詳しくは、市ホームページをご確
認ください。

　非常食など必要な物を
入れた非常持出袋を準備
しよう！
　取り出しやすく、災害
の影響を受けにくい場所
に置くことが大切です。

●安否の確認方法安否の確認方法

　勤務先や学校、外出先で被災した場合の安否確認方
法や集合場所を事前に決めておきましょう。

キノピー
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　災害発生時に、自主防災組織などが安否確認を
行うことになっている人（一人暮らしの高齢者や
障がいがある人などの、避難行動に地域の支援が
必要な人）が、自身や家族の無事を確認後、玄関
やベランダなどの外から見えやすい場所に結ん
で、周囲に無事であることを知らせるために使用
します。
　「バンダナ以外の黄色いタオルやハンカチなど
でも代用できる」、「震度４以上の地震や、風水
害により警戒レベル４以上の情報が発出された時
にバンダナを掲げる」、「災害発生後、最低でも
３日間は結んだままにしておく」など、各自主防
災組織などで安否確認を行う際のルールなどをあ
らかじめ決めておくことも重要です。

　災害発生時に自主防災組織などの地域支
援者が、避難行動に地域の支援が必要な人
などの住民の安否確認を迅速かつ円滑に行
うとともに、支援中に被災するリスクを軽
減することを目的として、「災害時安否確
認バンダナ配布事業」を実施します。な
お、桐生らしいバンダナとするため、素材
に手ぬぐいを使用しています。
問い合わせ＝防災・危機管理課防災・危機
管理担当（☎内線415）

災害時安否確認バンダナをご活用ください

11．住み続けられるまちづくりを

13．気候変動に具体的な対策を

　３月１日（金）から申請を受け付けます。バンダ
ナの活用を希望する自主防災組織や自治会などは申
請書に次の提出書類などを添付して、防災・危機管
理課（市役所３階）へ提出してください。申請用紙
は、同課と市ホームページにあります。

【提出書類】【提出書類】
・自主防災組織の場合は規約（自主防災会連絡協議
　会加盟団体は添付不要）
・配布計画（配布対象者、配布方法、訓練などにお
　いてバンダナの活用方法などを規定した計画）

【必要に応じて提出する書類】【必要に応じて提出する書類】
・地区防災計画（策定済みの場合）
・安否確認に関する訓練実施計画など（実施済みの
　場合は実施したことが分かる資料）
・その他必要と認められる資料

申請方法

　当該地域で行う安否確認に関して、次の①～③
のいずれかの取り組みを行っている自主防災組織
や自治会などです。
①安否確認を行う人の個別避難計画の作成に取り
　組んでいること
②安否確認の対象者や方法が記載された地区防災
　計画を策定していること
③安否確認に関する訓練や学習会を予定または実
　施していること

申請できる団体は？

バンダナは誰がどうやって使うの？
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避 難 行 動
ご存じですか

要支援者名簿
　大きな災害が起こった時に、家族の援助が受けられ
ない人や自分で避難することが難しい人を地域で助け
合う体制づくりを進めています。不安のある人は、避
難行動要支援者名簿の登録を申請してください。

在宅で次の対象要件①～⑤のいずれかに該当する人
①65歳以上の一人暮らし
②介護保険の認定区分が要介護度３・４・５
③身体障害者手帳１級・２級を持っている
④療育手帳Ａ判定
⑤その他、①～④に準じ、災害時には特に支援が必　

要である

　令和５年３月１日から令和６年２月29日までに対
象要件①～④のいずれかに該当した人は、登録申請書
を３月中旬に郵送します。申請の有無を記入し、同封
の返信用封筒で返信してください。また、対象要件⑤
に該当している人、令和５年度以前に登録申請書が届
いて登録を希望する人は、直接、福祉課（市役所１
階）、新里・黒保根支所市民生活課で申請を受け付け
ます。
問い合わせ＝福祉課社会福祉係（☎内線271）

避 難 行 動

３.11 東日本大震災被災地写真展

　東日本大震災当時の被災地の写真
や、復興の様子を記録した写真を展示
します。
　今年度は、令和６年能登半島地震被
災地への派遣職員が撮影した写真も展
示予定です。
期間＝３月19日（火）～27日（水）
※土、日、祝日を除く
時間＝午前８時30分～午後５時15分
※３月27日（水）は午後４時まで
場所＝玄関ロビー（市役所１階）
問い合わせ＝防災・危機管理課防災・
危機管理担当（☎内線415）

こんにちは
市長です

　
本
年
１
月
１
日
に
発
生
し
た
令

和
６
年
能
登
半
島
地
震
で
お
亡
く

な
り
に
な
ら
れ
た
方
々
の
ご
冥
福

を
お
祈
り
す
る
と
と
も
に
、
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災

さ
れ
た
皆
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に
、
心
よ
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見
舞

い
申
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上
げ
ま
す
。

　
本
市
か
ら
は
、
１
月
１
日
に
消

防
職
員
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名
を
派
遣
し
て
以
降
、

64
名
が
緊
急
消
防
援
助
業
務
に
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事
し
た
ほ
か
、
被
災
建
築
物
応
急

危
険
度
判
定
業
務
に
職
員
２
名
、

住
家
被
害
認
定
調
査
に
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員
２
名
、

応
急
給
水
業
務
に
職
員
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名
を
派

遣
し
て
い
ま
す
。

　
今
後
も
被
災
地
域
の
皆
様
が
一

日
で
も
早
く
日
常
を
取
り
戻
せ
る

よ
う
、
支
援
に
努
め
て
参
り
ま
す
。

　
自
然
災
害
は
、
い
つ
、
ど
こ
で

起
こ
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
桐
生

市
が
大
規
模
災
害
に
見
舞
わ
れ
る

こ
と
も
想
定
し
、
日
ご
ろ
か
ら
災

害
対
策
を
し
っ
か
り
講
じ
な
け
れ
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な
ら
な
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と
、
襟
を
正
す
思
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で
す
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市
民
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皆
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も
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各
自

で
で
き
る
防
災
対
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に
努
め
て
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た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
桐
生
市
長　
荒
木　
恵
司

能
登
半
島
の
被
災
地
域
へ

職
員
を
派
遣
し
復
興
支
援

対象者

申請方法
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桐生市交通ビジョンを策定しました

子
ど
も
と
子
育
て
に

寄
り
添
う

　
子
育
て
世
代
に
や
さ
し
い
公
共

交
通
の
充
実
や
、
子
ど
も
の
通
学

に
役
立
つ
交
通
の
仕
組
み
づ
く
り
、

幅
広
い
世
代
を
対
象
と
し
た
交
通

環
境
学
習
（
モ
ビ
リ
テ
ィ
・
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
教
育
）
を
展
開
し
、
バ

ス
や
電
車
な
ど
を
便
利
に
楽
し
く

利
用
で
き
る
人
々
を
増
や
し
ま
す
。

桐
生
・
み
ど
り
両
市
の

交
通
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
化

　
桐
生
・
み
ど
り
両
市
の
バ
ス
の

乗
り
入
れ
ポ
イ
ン
ト
の
拡
充
や
、

両
市
を
つ
な
ぐ
広
域
バ
ス
路
線
の

検
討
な
ど
、
両
市
域
に
お
け
る
一

体
的
な
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構

築
を
目
指
し
ま
す
。

ゆ
っ
く
り
ズ
ム
の
ま
ち
　

桐
生

　

桐
生
市
は
「
ゆ
っ
く
り
ズ

ム
の
ま
ち　

桐
生
」
を
掲
げ
、

「
Ｓエ
ス
デ
ィ
ー
ジ
ー
ズ

Ｄ
Ｇ
ｓ
未
来
都
市
」
と
し
て

内
閣
府
の
選
定
を
受
け
て
い
ま
す
。

　
先
端
技
術
と
ゆ
と
り
を
も
っ
た

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
融
合
に
よ
る

「
ゆ
っ
く
り
ズ
ム
の
ま
ち　
桐
生
」

の
実
現
に
向
け
、
交
通
分
野
に
お

い
て
も
Ｍま

ゆ

Ａ
Ｙ
Ｕ
を
は
じ
め
と
し

た
次
世
代
モ
ビ
リ
テ
ィ
の
積
極
的

な
活
用
な
ど
の
取
り
組
み
を
官
民

共
創
の
も
と
で
一
層
加
速
し
て
い

き
ま
す
。

10
年
後
の
目
指
す
姿

　
自
家
用
車
に
頼
り
す
ぎ
て
い
る

昨
今
の
傾
向
か
ら
脱
却
し
、
「
マ

イ
カ
ー
な
し
で
も
暮
ら
せ
る
エ
リ

ア
の
多
い
ま
ち
」
、
「
バ
ス
や
電

車
、
Ｍ
Ａ
Ｙ
Ｕ
な
ど
多
彩
な
移
動

手
段
が
選
択
で
き
る
ま
ち
」
に
な

る
こ
と
を
目
指
し
、
「
市
民
総
ぐ

る
み
」
で
、
未
来
へ
と
続
く
桐
生

の
交
通
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
み

ま
す
。

　「住んでみたい」「ずっと住み続けたい」と思ってもらえる桐生市を目指し、
「交通」の視点からまちづくりを考える基本構想です。
　私たち一人ひとりが、「自分ごと」として、まちの存続、ひとの暮らし、環
境負荷の低減に思いを寄せて、バスやタクシー、鉄道、道路など、交通環境の
あり方について学び考え、行動を変えていくことを推奨していきます。

「桐生市交通ビジョン」とは何ですか？

問い合わせ＝交通ビジョン推進室交通ビジョン推進担当（☎内線386）

Ｑ

Ａ

◀本ビジョンの本編と概要版
は市ホームページにあります。

基
本
理
念

　市民一人ひとり「みんなが主主役」です。
　市民総ぐるみでの交通まちづづくりを推進します。
　複数の交通手段を適材適所で所で使い分けながら、楽しく快適に移動
できる「ときめく交通まちづくくり」を目指します。

「みんなで考え、みんなでつくる　
彩りモビリティでで　つなぐ未来交通」

３. すべての人に健康と福祉を

11. 住み続けられるまちづくりを

17. パートナーシップで目標を達成しよう
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目指す姿（10年後）
マイカーなしでも暮らせるエリアの多いまち

バスや電車、MAYUなど多彩な移動手段が選択できるまち

桐生市
（新里地区）

桐生市
（黒保根地区）

みどり市
桐生市

（桐生地区）

中心拠点

地域拠点

駅 交通体系（中央幹線軸）

交通体系（幹線軸）

交通体系（地域内交通）

交通体系（広域交通）広域幹線交通

乗って楽しい
魅力ある交通

環境負荷の少ない
車両の導入

※１　�M
モ ビ リ テ ィ

obility�a
アズ

s�a
ア

�S
サ ー ビ ス

ervice の略。移動そのものを一つのサービスとして捉え、あらゆる
移動手段を最適な方法で円滑につなぐこと。

※２　�人口減少・高齢化が進むなか、医療・福祉・商業などの生活機能と住居などがまとまっ
て立地し、さらにこれらの地区が公共交通によりネットワーク化されること。

M
マ ー ス

aaS の推進
※１

地域拠点
コンパクト・プラス・
ネットワークによる再編
・幹線軸の明確化
・地域内交通
・乗合タクシー、自家用有償旅客運送
・ボランティアによる助け合い

※２

近隣都市
（みどり市・伊勢崎市など）
生活圏のボーダーレス化
地域間の連携強化
・バス交通の相互連携
・広域バスの導入

中心拠点
桐生駅周辺
新たな移動形態の導入
・次世代モビリティ、福祉車両、
��スクールバス、民間タクシー
・カーシェアリング
・MaaSの推進、自動運転技術



引っ越すときは、手続きをお忘れなく

　受給者証を返却してください。
　群馬県内の市町村へ引っ越す人には「福祉医療
費受給者証交付状況証明書」を交付します。
問い合わせ＝医療保険課医療助成係（☎内線
257・260・272）

　水道の使用開始・中止の手続きをしてくださ
い。使用中止の場合は、水道料金・下水道使用料
の精算が必要です。
問い合わせ＝水道局総務課庶務係（☎内線325～
327）

転出届
（市外への引越し）

転居届
（市内での引越し）

福祉医療費（受給者）

水道

　被保険者証を返却してください。
手続き＝市民課（市役所１階）、新里・
黒保根支所市民生活課、境野・広沢・梅
田・相生・川内・菱公民館で受け付けま
す。
手続きに必要なもの＝被保険者証、マイ
ナンバーカードや運転免許証などの本人
確認書類
※�学生は、学生証または在学証明書（合
格通知書などでも可）も必要です。
問い合わせ＝医療保険課国保係（☎内線
255）

国民健康保険
（被保険者）

　市外へ引っ越す前に、転出の届け出をしてくだ
さい。転出証明書を交付します。
　新しい住所地に住み始めた日から14日以内に新
住所地に転出証明書を提出し、転入の届け出をし
てください。
手続き＝市民課（市役所１階）、新里・黒保根支
所市民生活課で受け付けます。

　市内で引っ越すときも住所変更の手続きが必要
です。新しい住所に住み始めてから14日以内に転
居の届け出をしてください。
　また、受給者証や被保険者証などに記載の住所
を変更しますので、各担当課にお問い合わせくだ
さい。
手続き＝市民課（市役所１階）、新里・黒保根支
所市民生活課で受け付けます。

　各手続きには、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの本人
確認書類が必要です。

　マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータルから引
越しワンストップサービスを利用して、桐生市からの転出の手続
きと同時に転入先住所の転入予約をすることができます。また、
市内の別住所へ転居する人は転居予約をすることができます。
　詳しくは、マイナポータルやホームページをご覧ください。
問い合わせ＝市民課住民担当（☎内線245・246）

引越しワンストップサービス

▲市ホームペー
ジ（引越しワン
ストップサービ
ス）
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引っ越すときは、手続きをお忘れなく

　児童手当受給事由消滅の届け出をしてくださ
い。転出先の市区町村で申請する際に必要な書
類について説明します。
手続き＝子育て支援課（保
健福祉会館１階）、新里・
黒保根支所市民生活課、電
子申請（ぴったりサービス）
で受け付けます。
問い合わせ＝子育て支援課子育て支援係（☎
47‐1150）

　受給内容により手続きが異なりますので、子
育て支援課へご連絡ください。届け出を受け付
けるほか、転出先の市区町村で申請する際に必
要な書類について説明します。
手続き＝子育て支援課（保健福祉会館１階）、
新里・黒保根支所市民生活課で受け付けます。
問い合わせ＝子育て支援課子育て支援係（☎
47‐1150）

児童手当
（受給者）

児童扶養手当
特別児童扶養手当
（受給者）

　国民健康保険（国保）の加入・離脱手続きは、自身で行う必要がありま
す。なお、届出は14日以内にお願いします。
手続き＝市民課（市役所１階）、新里・黒保根支所市民生活課、境野・広
沢・梅田・相生・川内・菱公民館で受け付けます。
▶電子申請で国保離脱の手続きができます
　会社などの健康保険に加入し、国保を離脱する手続きに限り、インターネ
ットで申請できるようになりました。
問い合わせ＝医療保険課国保係（☎内線255)

▲電子申請フォーム
（国保離脱手続き）

国保に加入するとき
（会社を退職したときなど）

国保から離脱するとき
（会社に就職したときなど）

必
要
な
も
の

社会保険離脱証明書（資格喪失証明
書）、マイナンバーカードなどの本
人確認書類

会社などの健康保険証、国民健康保
険の被保険者証、マイナンバーカー
ドなどの本人確認書類

就職・退職したときは、
　国民健康保険の手続きを

▲マイナポータル
（ぴったりサービス）

9 桐生市役所（☎0277‐ 46‐ 1111）



１. 貧困をなくそう

　住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯への給付金を受けた世帯のう
ち、18歳以下の児童がいる世帯に「こども加算」として支給します。
問い合わせ＝子育て支援課子育て支援係（☎47‐1150）

　令和５年度の住民税均等割のみ課税世帯を支援するため、給付金を支給しています。
問い合わせ＝給付金コールセンター（☎22‐0005）※土、日、祝日を除く午前９時～
午後５時

■支給額
　対象児童１人あたり５万円

■支給方法
　支給決定通知の郵送後、２週間を目安に給付金の支
給口座へ振り込みます。

■対象児童
　基準日（令和５年12月１日）に同一世帯で扶養し
ている18歳以下の児童（平成17年４月２日生まれ以
降）

■申請が不要な人
　給付金受給済みの世帯に「支給決定通知」を郵送し
ます。記載内容に変更がなければ、申請は不要です。

■申請が必要な人
　次の①・②に該当する場合、申請書などの提出が必
要です。
①�基準日以降に出生した児童（令和５年12月２日～
令和６年３月31日生まれ）
②�単身で寮に入っているなど、別居しているが生計が
同一である児童

■受給権者
　支給対象となる世帯の世帯主

■支給額
　１世帯あたり10万円

■支給対象
　次の①・②に該当する住民税均等割のみ課税世帯　
※�住民税均等割が課税されている人の扶養親族のみの
世帯を除く
①�令和５年12月１日時点で桐生市の住民基本台帳に
登録がある
②�令和５年度「住民税均等割のみ課税者」または「均
等割のみ課税者と非課税者」で構成される

■令和５年１月１日以前から桐生市に
住所のある世帯
　２月９日（金）に、対象世帯の世帯主あてに確認書
を郵送しました。５月31日（金）までに、確認書を
返送してください（当日消印有効）。

■令和５年１月２日以降に桐生市に転
入した世帯または転入した人がいる世帯
　申請が必要です。申請書は、市ホームページにあり
ます。申請用紙をダウンロードできない人や、令和５
年度の住民税を申告していない人は、給付金コールセ
ンターへお問い合わせください。

◀市ホームページ（令和５年
度住民税均等割のみ課税世帯
に対する給付金）

◀市ホームページ（令和
５年度「こども加算」）

令和５年度　住民税均等割のみ
課税世帯に対する給付金

住民税非課税世帯または
均等割のみ課税世帯給付金への「こども加算」
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Kiryu News 

新型コロナワクチン接種
３月末で無料接種が終了します
　新型コロナワクチン接種の無料接種は、３月31
日（日）で終了します。
　初回接種や令和５年秋冬接種（令和５年９月20
日以降に追加接種１回）を希望する人は、早めに予
約をお願いします。予約については、各保険医療機
関にご相談ください。
　今後は、桐生市での新型コロナワクチンの集団接
種の予定はありません。なお、令和６年度新型コロ
ナワクチン接種については、対象者に対して定期接
種を実施する予定ですので、詳細が決まり次第お知
らせします。
▶コールセンターの運用を終了します
　集団接種の予約や接種券の再発行を受け付けてい
た桐生市予約受付センター（コールセンター）は、
３月29日（金）で運用を終了します。
問い合わせ＝地域医療感染症対策室ワクチン接種対
策係（☎内線866）

第２回桐生・みどり
共同事業協議会を開催しました

　１月19日（金）、みどり市役所笠懸庁舎におい
て、第２回桐生・みどり共同事業協議会を開催し、
「斎場事業」の今後のあり方について検討を始めま
した。引き続き、どのように事業を実施していくか
について検討していきます。
問い合わせ＝企画課企画戦略担当（☎内線524）

土地･家屋価格等帳簿の縦覧、
固定資産課税台帳の閲覧
縦覧・閲覧の期間＝４月１日（月）～５月31日
（金）※土、日、祝日を除く
場所＝税務課（市役所１階）、新里・黒保根支所市
民生活課
必要なもの＝本人確認書類、委任を受けた人は委任
状※借地・借家人などは賃貸借契約書などの書類

▶土地・家屋価格等帳簿の縦覧

　固定資産税の納税者が、本人の土地や家屋の評価
額をほかと比較し、評価額が適正かどうかを判断す
るための制度です。
　固定資産税納税者と納税者の委任を受けた人は、
土地・家屋価格等帳簿を無料で縦覧できます。ただ
し、固定資産税の課税標準額合計が、土地で30万
円未満、家屋で20万円未満の人は縦覧できません。

▶固定資産課税台帳の閲覧

　所有者と所有者の委任を受けた人は、固定資産課
税台帳を無料で閲覧できます。借地・借家人などは、
使用する土地や家屋のみ１件350円で閲覧できます。
　なお、固定資産課税台帳を閲覧できる人は、台帳

の記載事項の証明を受けることもできます。

▶路線価図などの公開

　土地の評価額算定の基礎になる路線価図と路線価
一覧表は、４月１日（月）から公開します。
　路線価図には標準宅地の位置と路線番号を、路線
価一覧表には路線価と下落率を記載しています。

▶課税明細書の郵送

　固定資産税の課税内容を確認できるよう、納税通
知書に「課税明細書」を同封して５月中旬に郵送し
ます。

▶不服の申し出

　固定資産課税台帳に登録された評価額に不服があ
る場合は、固定資産評価審査委員会に審査を申し出
ることができます。
　申し出の期間は、４月１日（月）以降、納税通知
書を受け取った日の翌日から３か月以内です。
問い合わせ＝税務課資産税担当（☎内線230～
233）
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下水道事業
受益者負担金（分担金）制度
　下水道の整備は、国や県からの補助金や市の借入
金のほか、受益者負担金（分担金）で費用をまかな
っています。
　受益者負担金（分担金）とは、下水道が整備され
た区域内の土地を所有する皆さん（受益者）から事
業費の一部を負担していただくもので、その土地に
対する負担は一度限りです。
　なお、受益者負担金は、対象区域全ての土地が対
象になりますが、固定資産税上の地目により猶予期
間があります。
　また、新里町区域については、公共ます一基につ
き15万円の受益者分担金の負担となります。
▶申告用紙を送付
　対象者には、４月中に受益者申告用紙を郵送しま
す。内容を確認し、署名のうえ同封の返信用封筒で
返送してください。折り返し、決定通知書と納入通
知書を送付します。
　１年を２回に分け、受益者負担金は10回（５年
間）、受益者分担金（新里町）は６回（３年間）で

納入していただきます。なお、初年度第１期（６
月）の納期限までに一括で納めると割引になる制度
がありますので、ぜひご利用ください。
▶使えるようになる区域などの図面縦覧
　新たに下水道が使えるようになる区域と下水道事
業受益者負担金（分担金）を納入する区域の図面を
縦覧することができます。
　対象となる区域は、下の表のとおりです。
期間＝４月１日（月）から※土、日、祝日を除く
縦覧場所＝下水道課（市役所２階）
問い合わせ＝下水道課業務係（☎内線678）

下水道が使えるようになる区域

●相生町一・五丁目

●新里町武井

●川内町一・三・四丁目

受益者負担金（分担金）を新たに納入していただく区域

●相生町五丁目

●新里町武井

●川内町一・三丁目

※上記区域の一部です。

電話リレーサービス
ご利用ください
　電話リレーサービスは、聴覚障害者や発話に困難
のある人とそれ以外の人との会話を通訳オペレータ

が手話または文字と音声を通訳することにより、電
話で即時双方向につながる公共インフラです。
　普段の会話や仕事上での電話、警察や病院などへ
の緊急通報など、さまざまなシチュエーションで電
話することができます。
問い合わせ＝福祉課障害福祉係（☎内線266）

◀「電話リレーサービス」
ウェブページ

画像提供元：総務大臣指定 電話リレーサービス提供機関 一般財団法人日本財団電話リレーサービス

電話リレーサービスの利用イメージ
きこえない人ときこえる人を「電話」でつなぐ
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令和６年度国民年金保険料

　令和６年度分の国民年金保険料は、月額１万
6,980円（年額20万3,760円）です。
　納付書は、４月上旬に日本年金機構から国民年金
保険料納付案内書と一緒に郵送されますので、納期
限までに保険料を納付してください。
　国民年金には一括して保険料を納めると割引にな
る前納制度があります。納付額は右の表のとおりで
す。
　現金での一括納付を希望する場合は、前納納付書
を使用し、納付書に記載されている期日までに納付
してください。
　なお、前納した期間中に就職し、厚生年金に加入
するなどの理由により国民年金保険料を納める必要
がなくなった場合は、それ以降の期間の保険料は還

付されます。
問い合わせ＝桐生年金事務所（☎44‐2311）、市
民課年金担当（☎内線273）

区分 口座振替 現金（クレ
ジット）納付

６か月前納（４
月～９月分、10
月～翌年３月分）

前納額 100,720 円 101,050 円

割引額 1,160 円 830 円

１年前納（４月
～翌年３月分）

前納額 199,490 円 200,140 円

割引額 4,270 円 3,620 円

２年前納（４月
～翌々年３月分）

前納額 397,290 円 398,590 円

割引額 16,590 円 15,290 円

桐ペイポイントの
有効期限が近づいています

　１月下旬から２月上旬に、子育て世帯に配布した
5,000円分の桐ペイポイントの有効期限が近づいて
います。有効期限を過ぎるとポイントは失効してし
まいますので、忘れずにお使いください。
対象ポイント＝子育て世帯に配布したオレンジ色の
桐ペイカード5,000ポイント
※�カードの配布対象者は、平成17年４月２日から
令和５年12月５日までに生まれ、基準日（令和
５年12月20日）に桐生市の住民基本台帳に登録
のある児童です。１月下旬から２月上旬に、簡易
書留で、対象児童が属する世帯の世帯主あてにま
とめて送付しています。
ポイントの有効期限＝３月31日（日）午後11時59
分
▶利用上の注意事項
・�残高は、カード裏面の二次元コードをスマートフ
ォンなどで読み取るか、会計時に加盟店でご確認

ください。また、c
チ ー カ
hiicaアプリにポイントを移行

した人は、メイン画面の「内訳」から確認できま
す。
・�加盟店は、総合案内所（市役所１階）と子育て支
援課（保健福祉会館１階）で配布、または市ホー
ムページに掲載している加盟店一覧をご確認くだ
さい。chiicaアプリでは、メイン画面の「使える
お店」から確認することもできます。
・�chiicaアプリは加盟店全店で利用できますが、カ
ードについては、加盟店一覧のカード利用欄に
「〇」が表記されているお店のみ利用できます。
・�同意があれば、ご家族内などでポイントをシェア
して利用しても構いません。
▶不在などでカードを受け取れなかった人へ
　該当する人には、２月に案内を郵送しました。子
育て支援課で郵便物を保管していますので、ポイン
トの有効期限が切れる前に、早めにお受け取りくだ
さい。
受け取れる人＝世帯主、世帯主と同世帯の世帯員、
世帯主から委任を受けた第三者
受取場所＝子育て支援課（保健福祉会館１階）
受取時間＝月～金曜日（祝日を除く）…午前８
時30分～午後５時15分、３月３日（日）・17日
（日）…午前９時～午後１時
受取期限＝３月29日（金）午後５時15分
問い合わせ＝カードの配布・受け取りについて…子
育て支援課子育て支援係（☎47‐1150）、桐ペイ
の利用方法について…ＤＸ推進室桐ペイ推進応援担
当（☎内線791）

オレンジ色の桐ペイカード

見本

13 桐生市役所（☎0277‐ 46‐ 1111）



Kiryu News 

指定金融機関を変更します

　４月１日（月）より、市の指定金融機関が（株）
足利銀行から桐生信用金庫へ変更になります。
　市税などを納付できる金融機関などは、変更があ
りません。現在お手元にある納付書は、そのまま使
用することができます。また、口座振替を利用して
いる人は、変更の手続きは必要ありません。
▶本庁舎内の金融機関窓口について
　出納室（市役所１階）の横に設置している金融機
関窓口での公金取扱業務は、桐生信用金庫派出所が
行います。派出所では、桐生市への公金の振り込み
のみの取り扱いとなります。
問い合わせ＝指定について…総務課庶務担当（☎
内線533）、納付について…出納室出納係（☎内線
214）

桐南ホームカミングデー

　学校統合で閉校した県立桐生南高等学校の跡地を
開放し、卒業生が旧交を温め、地域住民など多くの
人が楽しめる「一日だけの南陵祭」を開催します。
期日＝３月23日（土）
時間＝午前10時～午後５時
場所＝K

キ リ ナ ン

IRINAN�B
ベ ー ス

ASE（旧県立桐生南高等学校、広
沢町三丁目）
問い合わせ＝KIRINAN�BASE（☎53‐2510）

シルクルくるくるマーケット

　桐生市地域おこし協力
隊が「シルクルくるくる
マーケット」を開催しま
す。
　フリーマーケット、キ
ッチンカーなどによる飲
食物の販売、ワークショ
ップ、桐生市マスコット
キャラクター「キノピー」
が登場します。
期日・時間＝３月23日（土）午前10時から
場所＝群馬銀行桐生支店駐車場（本町五丁目）
問い合わせ＝シルクル桐生（☎32‐4555）

2024.3.23sat 10:00~15:00

シルクルくるくるマーケット
2024 年 3 月 23 日 ( 土 )　10：00～15：00
群馬銀行桐生支店駐車場　桐生市本町５-354 シルクル桐生前

【CONTENTS】
FLEA MARKET　　洋服、雑貨　　
FOOD　　長岡式酵素玄米蔵っ Cars’ / スープとジュースのお店 chill/ カオマンガイ専門店 PATONKO
韓国キッチンカーモゴモゴ / どら焼き Kasane/ おいなりさんきつね / 焼き菓子 NobiNobi
WORKSHOP　　アクセサリー作家 pocket!!/ ニットクリエーター I can’ t stop knitting
SPECIAL　　キノピーグリーティング（14：00）

お花プレゼント（シルクル桐生店内にて 500 円以上お買い上げのお客様）

お近くの駐車場→桐生中央パーキング　桐生市本町５-67　100 円 /30 分
主催→桐生市地域おこし協力隊
※雨天決行・荒天の場合のみ中止

●3/23

【最新情報はこちら】

桐生市マスコットキャラクター

　　   キノピー

不要品をリユース（再使用）
してみませんか
　市では、リユースの促進と廃棄物量削減を目指し、
不要品のリユース活動に貢献する事業者との間で連
携協定を締結しました。
　粗大ごみなどとして捨てられる物の中には、まだ
使用可能な物も多く含まれています。連携事業者の
運営するサイトを活用すれば、処分費用を払わずに、
有償で譲渡できるかもしれません。
　ぜひ、リユース活動を検討してみてください。
▶おいくら
　複数の「おいくら」加盟買取店から同時に査定を
受けることができ、買取価格を比較し、少ない手間
で売却ができるサービスです。買取方法については、
店頭買取だけでなく、出張買取や宅配買取も選択で
きます。

▶ジモティー
　地域のさまざまな情報を無料で掲載できる掲示板
サイトです。個人間で取引を行うため、買取店では
値が付かない品物や運搬に困る品物も地域内で譲り
先を探して取引することが可能です。

問い合わせ＝清掃センター清掃担当（☎74‐
1014）

◀「おいくら」
ホームページ

◀「ジモティー」
ホームページ

一括査定の流れ

品物取引のイメージ

問い合わせ率問い合わせ率
80％以上80％以上

家具や家電など、
無料で譲り合いができる

写真を撮って
載せるだけ

広報きりゅう令和６年３月号 14
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第60回吾妻公園
チューリップまつり
　赤、白、黄色のチュー
リップ約１万株が吾妻公
園の花壇で開花します。
期間＝４月６日（土）～
21日（日）
時間＝午前８時30分～午
後４時
問い合わせ＝吾妻公園管理事務所（☎22‐8636）
▶写生大会作品募集
対象＝市内小学生、幼稚園・保育園児
期間＝まつり期間中
画題＝吾妻公園の風景
画材＝自由（クレヨン、水彩絵の具など）
画用紙＝四つ切
応募方法＝画用紙の裏側に①学校（園）名②学年、
組③氏名（ふりがな）④年齢（未就学児は住所と電
話番号）を記入し、４月21日（日）午後５時まで
に吾妻公園管理事務所へ。
その他＝応募は１人１点。入賞者に賞状と賞品、応
募者全員に参加賞を進呈。５月11日（土）から26
日（日）まで、吾妻公園イベント室で全作品を展示。
▶花の苗プレゼント
期日＝４月13日（土）
時間＝午前10時※雨天実施
場所＝吾妻公園温室前
配布数＝100鉢（先着順）

2024くろほね桜まつり

　３月下旬から４月上旬にかけて、黒保根運動公園
の桜が見頃を迎えます。これに合わせて、「2024
くろほね桜まつり」を開催しますので、ぜひ、お越
しください。
　なお、４月７日（日）は、午前９時から午後４時
まで、黒保根運動公園にて特別イベントを開催する
予定です。
期間＝３月25日（月）～４月７日（日）
場所＝黒保根運動公園
問い合わせ＝黒保根支所地域振興整備課産業振興係
（☎96‐2113）
▶夜間提灯点灯
期間＝３月25日（月）～４月７日（日）
▶夜間ライトアップ、屋台村（キッチンカーなどの
出店）、夜間八木節
期間＝３月29日（金）～31日（日）、４月５日
（金）～７日（日）

地域福祉計画推進委員会の
委員を募集します
　地域福祉計画推進委員会の市民委員を募集します。
　なお、地域福祉活動計画推進委員会の委員も兼務
となります。
任期＝４月１日～令和８年３月31日
報酬＝なし
対象＝市内に居住する20歳以上の人
募集人数＝２人※選考あり
申し込み＝３月22日（金）までに、応募用紙に必
要事項を記入し、直接または郵送で福祉課（市役所
１階、〒376‐8501桐生市役所）へ。応募用紙は福
祉課と市ホームページにあります。
問い合わせ＝福祉課社会福祉係（☎内線285）

桐ペイ通常チャージ
受け付けを一時停止
　年度末の事務整理作業のため、チャージ額の１パ
ーセントのプレミアムポイントがいつでももらえる
「通常チャージ」の受け付けを一時的に停止します。
期間・時間＝３月22日（金）午後５時～４月１日
（月）午前８時59分
対象会場＝全ての桐ペイチャージ会場（全国のセブ
ン銀行ＡＴＭ、市役所、新里・黒保根支所、境野・
広沢・梅田・相生・川内・菱公民館、桐生信用金庫
本店営業部<西出張所>・本町・新桐生・相生支店）
問い合わせ＝ＤＸ推進室コールセンター（☎22‐
8050）、ＤＸ推進室桐ペイ推進応援担当（☎内線
791）
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くらしガイド

広
告

山
火
事
に
注
意
し
ま
し
ょ
う

　
春
は
空
気
が
乾
燥
し
て
山
火
事

が
発
生
し
や
す
い
季
節
で
す
。
特

に
３
月
か
ら
５
月
に
か
け
て
は
、

年
間
の
山
火
事
発
生
件
数
の
半
数

以
上
が
集
中
し
て
い
ま
す
。

　
ほ
と
ん
ど
の
山
火
事
は
、
人
が

原
因
で
発
生
し
て
い
ま
す
。
た
き

火
や
た
ば
こ
は
山
火
事
の
原
因
と

な
り
ま
す
の
で
、
火
の
取
り
扱
い

に
は
十
分
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
皆

さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
＝
農
林
振
興
課
（
☎

内
線
５
６
８
）

18
歳
到
達
に
よ
り

福
祉
医
療
費
受
給
資
格
が

喪
失
す
る
人
へ

　
18
歳
到
達
に
よ
り
令
和
６
年
３

月
31
日
に
福
祉
医
療
費
受
給
資
格

が
喪
失
す
る
人
で
、
次
の
①
～
⑥

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
は
、

申
請
す
る
こ
と
で
再
度
助
成
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
※
所
得

制
限
で
認
定
に
な
ら
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
人
は
、

事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

①�

身
体
障
害
者
手
帳
１
級
・
２
級

を
受
け
て
い
る
人

②�

国
民
年
金
の
障
害
年
金
１
級
を

受
け
て
い
る
人

お
知
ら
せ

③�

国
民
年
金
の
障
害
年
金
１
級
に

該
当
す
る
障
害
で
あ
る
認
定
を

受
け
た
人
（
県
の
障
害
認
定
）

④�

療
育
手
帳
Ａ
・
Ｂ
１
（
Ｂ
中
）

程
度
の
判
定
を
受
け
て
い
る
人

⑤�

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給

に
関
す
る
法
律
の
１
級
障
害
に

該
当
す
る
児
童

⑥�

判
定
書
な
ど
で
Ｉ
Ｑ
（
知
能
指

数
）
が
50
以
下
と
判
定
さ
れ
た

人
問
い
合
わ
せ
＝
医
療
保
険
課
（
☎

内
線
２
５
７
・
２
６
０
・
２
７
２
）

公
共
下
水
道
事
業

計
画
変
更
案
の
縦
覧

　
桐
生
市
公
共
下
水
道
（
境
野
処

理
区
）
事
業
計
画
変
更
案
を
縦
覧

し
ま
す
。

　
こ
の
案
に
対
し
て
意
見
の
あ
る

人
は
、
縦
覧
期
間
中
に
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

期
間
＝
３
月
８
日
（
金
）
～
21
日

（
木
）
※
土
、
日
、
祝
日
を
除
く

時
間
＝
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５

時
15
分

場
所
＝
下
水
道
課
（
市
役
所
２
階
）

変
更
内
容
＝
完
成
予
定
年
月
日
な

ど問
い
合
わ
せ
＝
下
水
道
課
（
☎
内

線
７
５
０
）

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

納
付
は
お
済
み
で
す
か

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納

付
方
法
は
、
年
金
か
ら
の
特
別
徴

収
、
口
座
振
替
、
納
付
書
に
よ
る

納
付
の
３
種
類
が
あ
り
ま
す
。

　
新
た
に
75
歳
に
到
達
し
た
人
は
、

年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
が
開
始
さ

れ
る
ま
で
の
間
（
最
長
１
年
程

度
）
、
納
付
書
な
ど
で
の
納
付
と

な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
特
別
徴
収
の
人
で
も
、

保
険
料
の
一
部
を
納
付
書
に
よ
り

納
付
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
該

当
す
る
人
に
は
納
付
書
が
郵
送
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
、
保
険
料
の
納

め
忘
れ
が
な
い
か
、
も
う
一
度
確

認
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
＝
医
療
保
険
課
（
☎

内
線
２
７
４
・
２
７
５
）

自
殺
対
策
強
化
月
間

　
「
な
か
な
か
眠
れ
な
い
」
「
食

欲
が
な
い
」
「
気
分
が
落
ち
込
む
」

寄
付
金
（
敬
称
略
）

令
和
５
年
12
月
１
日
～
令
和
６
年

１
月
31
日
受
け
入
れ

▼
生
形
富
子
／
１
万
７
０
０
２

円
▼
茶
臼
山
を
愛
す
る
会
／
１

万
９
９
７
４
円
▼
匿
名
２
人
／

計
１
０
５
万
５
５
７
０
円

ふ
る
さ
と
桐
生

応
援
寄
附
金

▼
計
１
８
１
９
件
／
６
９
９
３

万
円

企
業
版
ふ
る
さ
と

納
税
寄
附
金

▼
計
３
件
／
２
３
０
０
万
円

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン

デ
ィ
ン
グ
型
ふ
る

さ
と
桐
生
応
援
寄

附
金

令
和
５
年
12
月
15
日
～
令
和
６
年

１
月
31
日
受
け
入
れ

▼
計
51
件
／
79
万
７
０
０
０
円

物
品
（
敬
称
略
）

令
和
５
年
12
月
20
日
～
令
和
６
年

２
月
９
日
受
け
入
れ

▼
岸
本
一
也
／
「
未
来
へ
は
ば

た
け
山
田
製
作
所
桐
生
が
岡
動

物
園
」
バ
ッ
ク
プ
リ
ン
ト
入
り

ジ
ャ
ケ
ッ
ト
及
び
パ
ー
カ
40
着

▼
㈱
講
談
社
／
一
般
書
籍
な
ど

８
７
２
冊
▼
桐
生
中
央
ラ
イ
オ

ン
ズ
ク
ラ
ブ
／
児
童
図
書
12
冊

▼
㈱
ミ
ツ
バ
サ
ン
コ
ー
ワ
代
表

取
締
役
社
長
萩
原
伸
一
／
ぐ
ん

ま
ち
ゃ
ん
ヘ
ル
プ
ブ
ザ
ー
６
０

０
個
▼
㈱
ミ
ツ
バ
新
里
工
場
／

児
童
図
書
19
冊

ご
寄
付
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
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そ
ん
な
状
況
が
１
週
間
以
上
続
い

て
い
ま
せ
ん
か
。
こ
こ
ろ
が
疲
れ

た
時
は
、
一
人
で
抱
え
込
ま
ず
、

ぜ
ひ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
統
一
ダ
イ

ヤ
ル
（
☎
０
５
７
０
‐
０
６
４
‐

５
５
６　
お
こ
な
お
う　
ま
も
ろ

う
よ　
こ
こ
ろ
）

期
間
＝
月
～
金
曜
日
※
祝
日
、
年

末
年
始
を
除
く

時
間
＝
午
前
９
時
～
午
後
10
時
30

分
※
受
け
付
け
は
午
後
10
時
ま
で

▼
よ
り
そ
い
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
（
☎

０
１
２
０
‐
２
７
９
‐
３
３
８　

つ
な
ぐ
さ
さ
え
る
）
※
詳
し
く
は

下
の
二
次
元
コ
ー
ド
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

期
間
＝
年
中
無
休

時
間
＝
24
時
間

相
談
方
法
＝
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
、
チ

ャ
ッ
ト
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ

▼
特
定
非
営
利
活
動
法
人　

自
殺

対
策
支
援
セ
ン
タ
ー　

ラ
イ
フ
リ

ン
ク
「
生
き
づ
ら
び
っ
と
」

相
談
方
法
＝
チ
ャ
ッ
ト
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ

※
必
要
に
応
じ
て
電
話
や
対
面
に

よ
る
支
援
の
ほ
か
、
居
場
所
つ
な

ぎ
な
ど
の
「
生
き
る
こ
と
の
包
括

的
支
援
」
を
行
い
ま
す
。
詳
し
く

は
下
の
二
次
元
コ
ー

ド
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
＝
福
祉

課
（
☎
内
線
２
５
９
）

市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
は

お
済
み
で
す
か

　
令
和
６
年
度
（
令
和
５
年
分
）

の
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
期
限

は
、
３
月
15
日
（
金
）
で
す
。
申

告
が
必
要
な
人
は
期
限
内
に
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。
申
告
の
必
要
性

の
有
無
、
申
告
の
期
日
・
会
場
な

ど
に
つ
い
て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
ま
た
は
広
報
き
り
ゅ
う
１
月
号

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
混
雑
緩
和
の
た
め
、
可
能
な
限

り
郵
送
で
の
申
告
書
提
出
に
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
告
書
が
作

成
で
き
ま
す
。
「
桐
生
市　
申
告
」

で
検
索
し
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
＝
税
務
課
（
☎
内
線

２
２
６
）

確
定
申
告
は
お
早
め
に

　
令
和
５
年
分
の
所
得
税
、
復
興

特
別
所
得
税
・
贈
与
税
の
申
告
と

納
税
の
期
限
は
３
月
15
日
（
金
）

で
す
。

　
個
人
事
業
者
の
消
費
税
、
地
方

消
費
税
の
申
告
と
納
税
の
期
限
は

４
月
１
日
（
月
）
で
す
。

　
確
定
申
告
会
場
は
、
混
雑
が
予

想
さ
れ
ま
す
。
申
告
が
お
済
み
で

な
い
人
は
、
自
宅
で
確
定
申
告
書

が
作
成
で
き
る
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
＝
桐
生
税
務
署
（
☎

22
３
１
２
１
）
※
自
動
音
声
に
従

い
「
２
」
を
選
択

身
体
障
が
い
者
巡
回
相
談

　
身
体
障
害
者
手
帳
を
持
っ
て
い

る
肢
体
障
が
い
の
人
の
補
装
具
判

定
・
相
談
を
行
い
ま
す
。

期
日
＝
４
月
17
日
（
水
）

時
間
＝
午
後
１
時
～
３
時

場
所
＝
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
３
０

２
・
３
０
３
会
議
室
（
新
宿
三
丁

目
）

申
し
込
み
＝
判
定
な
ど
を
希
望
す

る
人
は
、
３
月
27
日
（
水
）
ま
で

に
福
祉
課
（
☎
内
線
２
６
６
）
へ
。

広
告

　子どもへの身体的虐待、心理的虐待、
育児放棄、性的虐待など、虐待かもと
思ったら児童相談所全国共通ダイヤル
（☎ 189）または子育て相談課（☎ 43
‐2000）に通告、相談をしてください。

虐待かも…と思ったら

☎１８９（いち・はや・く）

ストップ！特殊詐欺特殊詐欺‼
おかしいな…と思ったら

　「コンビニで電子マネーを買って番号を教
えて」などと言われたら、詐欺です。慌てずに
家族や警察に相談しましょう。
問い合わせ＝桐生警察署（☎43‐0110）、
群馬県警察振り込め詐欺被害防止ホットラ
イン（☎027‐224‐5454）

講談社寄贈本の貸し出し
　株式会社講談社の創業者である野間
清治さんが本市出身であることから、
同社より毎年多くの本の寄贈を受けて
います。
　令和５年度も文芸書、児童書、実用
書など約900冊の本が寄贈されました
ので、これらの寄贈本を貸し出します。
場所＝図書館、新里図書館、各公民館
※新里公民館を除く
問い合わせ＝図書館（☎47‐4341）
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くらしガイド
「
桐
生
べ
ん
り
ま
っ
ぷ
」
の

運
用
を
開
始
し
ま
す

運
用
開
始
日
＝
３
月
27
日
（
水
）

　
「
桐
生
べ
ん
り
ま
っ
ぷ
（
地
理

情
報
シ
ス
テ
ム
）
」
は
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
上
の
デ
ジ
タ
ル
地
図
を

利
用
し
て
、
地
域
の
公
共
施
設
の

情
報
や
都
市
計
画
・
道
路
情
報
、

防
災
関
連
情
報
な
ど
の
暮
ら
し
に

関
わ
る
便
利
な
情
報
を
、
簡
単
に

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
シ
ス
テ

ム
で
す
。

　
利
用
方
法
な
ど
の
詳
細
に
つ
い

て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
＝
Ｄ
Ｘ
推
進
室
（
☎

内
線
６
３
５
）

福
祉
シ
ョ
ッ
プ

　
市
内
の
障
が
い
者
施
設
で
つ
く

っ
た
製
品
を
販
売
し
ま
す
。

▼
市
役
所
玄
関
ロ
ビ
ー

期
日
＝
３
月
28
日
（
木
）

時
間
＝
午
前
11
時
～
午
後
１
時
30

分▼
新
里
総
合
セ
ン
タ
ー
１
階

期
日
＝
３
月
７
日
（
木
）

時
間
＝
午
前
11
時
～
午
後
１
時

問
い
合
わ
せ
＝
福
祉
課
（
☎
内
線

２
８
２
）

春
の
青
少
年
健
全
育
成
運
動

期
間
＝
３
月
15
日
（
金
）
～
４
月

30
日
（
火
）

　
推
進
目
標
は
「
『
お
ぜ
の
か
み

さ
ま
県
民
運
動
』
を
推
進
し
、
地

域
と
家
庭
で
子
ど
も
た
ち
の
安
全
・

安
心
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
を

考
え
よ
う
」
で
す
。

　
「
お
ぜ
の
か
み
さ
ま
」
と
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
安
全
に
使
う

た
め
の
心
構
え
を
ま
と
め
た
セ
ー

フ
ネ
ッ
ト
標
語
で
す
。

問
い
合
わ
せ
＝
青
少
年
課
（
☎
47

２
１
８
４
）

自
然
観
察
の
森
行
事

　
長
袖
、
長
ズ
ボ
ン
な
ど
歩
き
や

す
い
服
装
で
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

場
所
・
申
し
込
み
＝
３
月
７
日

（
木
）
か
ら
電
話
で
自
然
観
察
の

森
（
☎
65
６
９
０
１
）
へ
。
※
毎

週
火
曜
日
と
３
月
21
日
（
木
）
は

除
く

▼
俳
句
入
門

期
日
＝
３
月
17
日
（
日
）

時
間
＝
午
前
10
時
～
午
後
０
時
30

分 講
座

募
集
人
数
＝
20
人
（
先
着
順
）

▼
早
春
の
観
察
会

期
日
＝
３
月
31
日
（
日
）

時
間
＝
午
前
10
時
～
正
午

募
集
人
数
＝
20
人
（
先
着
順
）

▼
カ
ッ
コ
ソ
ウ
観
察
会

期
日
＝
４
月
７
日
（
日
）

時
間
＝
午
前
10
時
～
正
午

募
集
人
数
＝
20
人
（
先
着
順
）

エ
ア
ロ
ビ
ク
ス
教
室

期
日
＝
３
月
18
日
ま
で
の
毎
週
月

曜
日

時
間
＝
午
前
10
時
～
11
時

場
所
＝
桐
生
ガ
ス
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン

タ
ー
（
市
民
体
育
館
）
サ
ブ
ア
リ

ー
ナ

対
象
＝
18
歳
以
上
の
人
※
高
校
生

を
除
く

募
集
人
数
＝
20
人
（
先
着
順
）

費
用
＝
１
回
７
０
０
円
、
全
期
日

分
１
５
０
０
円

持
ち
物
＝
ヨ
ガ
マ
ッ
ト
※
貸
し
出

し
あ
り

申
し
込
み
＝
直
接
ま
た
は
電
話
で

桐
生
ガ
ス
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

広
告

場所＝美喜仁桐生文化会館シルクホール※全席自由
問い合わせ＝美喜仁桐生文化会館（☎22‐9999）

美喜仁桐生文化会館のイベント

◆ワンコインコンサート「サンドアートの世界」「サンドアートの世界」
期日＝３月16日（土）
時間＝午前11時30分開演
費用＝500円
出演＝伊藤花りんほか
◆るうふ倶楽部春の映画会「こんにちは、母さん」
期日＝３月24日（日）
時間＝午前10時30分開演
内容＝「こんにちは、母さん」
出演＝吉永小百合、大泉洋ほか
費用＝前売券800円（当日券
1,000円）、高校生以下前売
券400円（当日券500円）
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子ども医療電話相談

　休日や夜間（翌朝８時まで）に子
どもが急に具合が悪くなったとき、
相談に応じます。

☎♯８０００（短縮）

（
☎
52
２
３
６
２
）
へ
。

や
さ
し
い
ヨ
ガ
教
室

期
日
＝
４
月
10
日
か
ら
６
月
26
日

ま
で
の
毎
週
水
曜
日

時
間
＝
午
後
１
時
～
２
時

場
所
＝
桐
生
ガ
ス
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン

タ
ー

対
象
＝
18
歳
以
上
※
高
校
生
を
除

く募
集
人
数
＝
15
人
（
先
着
順
）

費
用
＝
１
回
７
０
０
円
、
全
期
日

分
６
０
０
０
円

申
し
込
み
＝
３
月
11
日
（
月
）
か

ら
、
直
接
ま
た
は
電
話
で
桐
生
ガ

ス
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
（
☎
52
２

３
６
２
）
へ
。

第
86
回
植
木
市
・
緑
化
関
連

教
室

場
所
＝
市
役
所
構
内
駐
車
場

申
し
込
み
＝
３
月
11
日
（
月
）
か

ら
電
話
で
公
園
緑
地
課
（
☎
内
線

７
６
５
）
へ
。

▼
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
教
室

期
日
＝
４
月
13
日
（
土
）
・
14
日

（
日
）

時
間
＝
午
前
11
時
か
ら

募
集
人
数
＝
各
回
20
人
（
先
着
順
）

費
用
＝
１
０
０
０
円

▼
コ
ケ
玉
教
室

期
日
＝
４
月
13
日
（
土
）

時
間
＝
午
後
１
時
か
ら

募
集
人
数
＝
10
人
（
先
着
順
）

費
用
＝
１
０
０
０
円

洋
ら
ん
植
え
替
え
教
室

　
桐
生
洋
ら
ん
愛
好
会
に
よ
る
植

え
替
え
教
室
を
行
い
ま
す
。

期
日
＝
４
月
７
日
（
日
）

時
間
＝
午
前
９
時
30
分
～
正
午

場
所
＝
吾
妻
公
園
温
室

持
ち
物
＝
洋
ら
ん
、
植
え
替
え
用

の
鉢

問
い
合
わ
せ
＝
吾
妻
公
園
（
☎
22

８
６
３
６
）

遊
園
地
の
イ
ベ
ン
ト

問
い
合
わ
せ
＝
ア
ー
ス
ケ
ア
桐
生

が
岡
遊
園
地
（
☎
22
７
５
８
０
）

▼�

キ
ノ
ピ
ー
か
ら
の
風
船
プ
レ
ゼ

ン
ト

　
キ
ノ
ピ
ー
か
ら
、
キ
ノ
ピ
ー
の

絵
柄
入
り
の
遊
園
地
オ
リ
ジ
ナ
ル

風
船
を
、
各
回
先
着
50
人
に
プ
レ

ゼ
ン
ト
し
ま
す
。

期
日
＝
３
月
16
日
（
土
）

時
間
＝
①
午
前
９
時
30
分
か
ら
②

午
後
２
時
か
ら

場
所
＝
桐
生
が
岡
遊
園
地
管
理
事

務
所
前
※
雨
天
中
止

対
象
＝
小
学
生
以
下
の
子
ど
も

イ
ベ
ン
ト

▼�

ザ
・
ウ
ド
ニ
ー
ズ
～
24
年
目
突

入
コ
ン
サ
ー
ト
～

期
日
＝
３
月
17
日
（
日
）

時
間
＝
①
午
前
11
時
か
ら
②
午
後

１
時
30
分
か
ら

場
所
＝
中
央
広
場
※
雨
天
中
止

▼�

柏
崎
直
之
エ
レ
ク
ト
ー
ン
ラ
イ

ブ
期
日
＝
３
月
20
日
（
祝
）

時
間
＝
①
午
前
11
時
30
分
か
ら
②

午
後
１
時
か
ら

場
所
＝
中
央
広
場
※
雨
天
中
止

▼
春
の
わ
く
わ
く
プ
レ
ゼ
ン
ト

　
桐
生
が
岡
遊
園
地
の
り
も
の
回

数
利
用
券
（
１
１
０
０
円
券
）
を

購
入
し
、
「
あ
た
り
」
の
出
た
人

（
先
着
50
人
）
に
、
お
菓
子
を
プ

レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
。
※
雨
天
中
止

期
日
＝
３
月
24
日
（
日
）

▼�D

ダ
ブ
ナ
イ
ン
ス

ub9th　

L

ラ
イ
ブ

IV
E
�a ア

ッ
ト

t�

桐
生
が

岡
遊
園
地

　
県
内
を
中
心
に
活
動
し
て
い
る

バ
ン
ド
が
演
奏
を
行
い
ま
す
。

期
日
＝
３
月
30
日
（
土
）

　納め忘れの心配や、納期ごとに金融

機関に行く必要がなくなります。新年

度の納税に向けて、ご検討ください。

問い合わせ＝納税課（☎内線235・236）

市税納付は便利な口座振替で

時
間
＝
①
午
前
11
時
か
ら
②
午
後

１
時
30
分
か
ら

場
所
＝
中
央
広
場
※
雨
天
中
止

▼G

グ

ラ

ウ

ン

ド

R
O
U
N
D

　

v

ボ
リ
ュ
ー
ム

o
l.

　

県
内
を
中
心
に
イ
ベ
ン
ト

出
演
や
企
画
を
行
っ
て
い
る

『B

ボ

ボ

O
BO

　

S

ス

ト

リ

ー

ト

T
REET

』
に
よ

る
音
楽
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

期
日
＝
３
月
31
日
（
日
）

時
間
＝
午
前
10
時
～
午
後
４
時

場
所
＝
中
央
広
場
※
雨
天
中
止

▼�

祝
・
新
１
年
生
い
ら
っ
し
ゃ
い

♪

　
４
月
に
新
１
年
生
と
な
る
人
た

ち
に
、
先
着
順
（
各
日
、
各
該
当

１
０
０
人
）
で
遊
園
地
オ
リ
ジ
ナ

ル
グ
ッ
ズ
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
。

期
日
＝
４
月
６
日
（
土
）
・
７
日

（
日
）
※
雨
天
中
止

時
間
＝
午
前
９
時
30
分
～
午
後
３

時対
象
＝
４
月
か
ら
小
学
校
・
中
学

校
・
高
等
学
校
・
専
門
学
校
・
大

学
へ
入
学
、
ま
た
は
社
会
人
と
な

る
人

桐
生
え
き
な
か
市

　
新
鮮
な
産
直
野
菜
や
手
作
り
加

工
品
な
ど
を
販
売
し
ま
す
。

期
日
＝
３
月
10
日
か
ら
３
月
31
日

ま
で
の
毎
週
日
曜
日

時
間
＝
午
前
９
時
～
11
時
30
分
※

売
り
切
れ
次
第
終
了

場
所
＝
Ｊ
Ｒ
桐
生
駅
南
口

問
い
合
わ
せ
＝
観
光
交
流
課
（
☎

内
線
３
６
６
）

01
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くらしガイド
第
34
回
移
動
大
川
美
術
館
展

期
日
＝
３
月
15
日
（
金
）
～
21
日

（
木
）

時
間
＝
午
前
10
時
～
午
後
３
時

▼
学
芸
員
に
よ
る
作
品
解
説

期
日
・
時
間
＝
①
３
月
16
日
（
土
）

午
前
11
時
～
11
時
20
分
②
３
月
17

日
（
日
）
午
後
２
時
～
２
時
20
分

場
所
＝
美
喜
仁
桐
生
文
化
会
館
展

示
室
（
地
下
１
階
）

費
用
＝
３
０
０
円
※
65
歳
以
上
、

心
身
障
が
い
者
と
そ
の
付
き
添
い
、

中
学
生
以
下
は
無
料

問
い
合
わ
せ
＝
美
喜
仁
桐
生
文
化

会
館
（
☎
40
１
５
０
０
）
、
大
川

美
術
館
（
☎
46
３
３
０
０
）

第
１
２
０
回
水
曜
劇
場

演
劇
公
演
「
高
校
生
特
集
」

　
中
央
公
民
館
市
民
ホ
ー
ル
で
高

校
生
演
劇
部
の
生
徒
に
よ
る
演
劇

を
公
演
し
ま
す
。

期
日
＝
３
月
24
日
（
日
）

時
間
＝
午
前
９
時
50
分
開
演

場
所
＝
中
央
公
民
館
市
民
ホ
ー
ル

出
演
＝
桐
生
高
校
・
桐
生
清
桜
高

校
・
桐
生
商
業
高
校
・
新
田
暁
高

校
・
四
ツ
葉
学
園
中
等
教
育
学
校

問
い
合
わ
せ
＝
中
央
公
民
館
（
☎

47
４
３
４
３
）

図
書
館
の
お
は
な
し
会

▼�

み
ん
な
あ
つ
ま
れ　

あ
お
ぞ
ら

お
は
な
し
会

期
日
・
時
間
＝
①
３
月
９
日
（
土
）

・
23
日
（
土
）
…
午
前
11
時
か
ら

30
分
程
度
②
３
月
21
日
（
木
）
…

午
前
10
時
30
分
か
ら
30
分
程
度

場
所
＝
新
川
公
園
（
芝
生
広
場
）

※
雨
天
の
と
き
は
図
書
館
絵
本
コ

ー
ナ
ー

▼�

え
ほ
ん
は
と
も
だ
ち　

図
書
館

お
は
な
し
会

期
日
＝
３
月
９
日
（
土
）

時
間
＝
午
前
11
時
か
ら
30
分
程
度

場
所
＝
新
里
図
書
館
お
話
の
部
屋

問
い
合
わ
せ
＝
図
書
館
（
☎
47
４

３
４
１
）

桐
生
か
ら
く
り
人
形
芝
居

期
日
＝
３
月
16
日
（
土
）
、
４
月

６
日
（
土
）

時
間
＝
午
前
10
時
30
分
～
午
後
３

時
※
一
日
５
回
上
演

場
所
＝
桐
生
か
ら
く
り
人
形
芝
居

館
（
有
鄰
館
内
）

問
い
合
わ
せ
＝
観
光
交
流
課
（
☎

内
線
３
６
６
）

プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム

　
春
の
星
空
と
星
座
に
つ
い
て
解

説
し
ま
す
。

期
日
＝
３
月
９
日
（
土
）
・
10
日

（
日
）
・
23
日
（
土
）
・
24
日

（
日
）

時
間
＝
午
後
２
時
～
２
時
40
分
※

開
始
10
分
前
ま
で
に
入
場

場
所
＝
中
央
公
民
館
プ
ラ
ネ
タ
リ

ウ
ム
室

募
集
人
数
＝
各
日
50
人
（
先
着
順
）

申
し
込
み
＝
当
日
、
午
前
９
時
か

ら
入
場
券
を
図
書
館
（
☎
47
４
３

４
１
）
１
階
カ
ウ
ン
タ
ー
で
配
布

（
当
日
電
話
で
の
入
場
券
の
仮
予

約
も
可
能
で
す
）

発
達
相
談
会

　
４
歳
か
ら
中
学
生
ま
で
の
発
達

に
関
す
る
相
談
に
、
心
理
士
が
応

じ
ま
す
。

期
日
＝
４
月
11
日
（
木
）
・
12
日

（
金
）
・
13
日
（
土
）
・
18
日

（
木
）
・
22
日
（
月
）

時
間
＝
午
前
９
時
30
分
～
午
後
４

時場
所
＝
保
健
福
祉
会
館
（
末
広
町
）

申
し
込
み
＝
子
育
て
相
談
課
（
☎

43
２
０
０
０
）
へ
。

ブ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト

　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ス
タ
ッ
フ
が
絵
本

の
読
み
聞
か
せ
を

し
た
後
、
絵
本
を

２
冊
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
。

対
象
＝
1
歳
未
満
ま
た
は
令
和
４

年
度
対
象
者
で
、
ま
だ
絵
本
を
引

き
換
え
て
い
な
い
人

期
日
＝
３
月
13
日
（
水
）

時
間
＝
午
前
10
時
～
11
時
30
分

場
所
＝
新
里
総
合
セ
ン
タ
ー
児
童
・

子
育
て
室

持
ち
物
＝
桐
生
市
ブ
ッ
ク
ス
タ
ー

子
育
て

ト
引
換
券
と
母
子
手
帳

▼
絵
本
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
の
み

期
間
＝
火
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で

※
祝
日
を
除
く

時
間
＝
午
前
9
時
～
午
後
5
時

場
所
＝
図
書
館
、
新
里
図
書
館

問
い
合
わ
せ
＝
図
書
館
（
☎
47
４

３
４
１
）

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談

　
「
元
気
が
出
な
い
」
「
何
も
す

る
気
が
お
き
な
い
」
「
不
安
で
落

ち
つ
か
な
い
」
な
ど
の
悩
み
を
抱

え
て
い
る
本
人
や
家
族
か
ら
の
相

談
に
、
専
門
医
師
が
応
じ
ま
す
。

期
日
＝
３
月
26
日
（
火
）

健
康

時
間
＝
午
後
２
時
～
３
時
30
分

場
所
＝
保
健
福
祉
会
館

申
し
込
み
＝
電
話
で
健
康
長
寿
課

（
☎
内
線
２
７
６
）
へ
。

第
28
回
市
民
公
開
講
演

期
日
＝
３
月
９
日
（
土
）

時
間
＝
午
後
２
時
～
４
時
※
午
後

１
時
30
分
開
場

場
所
＝
美
喜
仁
桐
生
文
化
会
館
４

階
ス
カ
イ
ホ
ー
ル
Ａ

内
容
＝
①
講
演
「
が
ん
治
療
の
最

前
線
」
②
特
別
講
演
「
最
新
の
が

ん
医
療
の
あ
り
方
に
つ
い
て
～
皆

さ
ん
に
知
っ
て
お
い
て
い
た
だ
き

た
い
こ
と
～
」

講
師
＝
①
緒
方
杏
一
医
師
（
桐
生

厚
生
総
合
病
院
外
科
診
療
部
長
）

②
藤と
う

也や

す

し
寸
志
医
師
（
国
立
病
院
機

構
九
州
が
ん
セ
ン
タ
ー
病
院
長
）

●�アートカフェin桐生（大学連携事業）
　桐生市史編集委員
の佐々木正純さんに
よる「国指定重要文
化財になった桐生天
満宮」と題したお話
です。
期日＝３月９日（土）
時間＝午後３時～４
時30分
場所＝プラスアンカー（本町六丁目）
費用＝1,000円
申し込み＝電話でプラスアンカー（☎080
‐1152‐0083）または右下の専用申込フ
ォームへ。
問い合わせ＝プラスアンカー、
企画課（☎内線577）

イン



21 桐生市役所（☎0277‐ 46‐ 1111）

人口と世帯（１月 31日現在）

人口 102,806人 （ －182人）

男 49,644人 （ －84人）

女 53,162人 （ －98人）

世帯 49,314世帯 （ －40世帯）

（ ）内は前月比

※�

詳
細
は
桐
生
厚
生
総
合
病
院
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
＝
桐
生
厚
生
総
合
病

院
地
域
医
療
連
携
室
（
☎
44
７
１

５
０
、
土
、
日
、
祝
日
を
除
く
午

前
９
時
～
午
後
５
時
）

健
康
づ
く
り
推
進
協
議
会

委
員
募
集

　
健
康
づ
く
り
の
事
業
の
充
実
を

図
る
た
め
に
協
議
検
討
を
行
う

「
健
康
づ
く
り
推
進
協
議
会
委
員
」

を
募
集
し
ま
す
。

任
期
＝
令
和
６
年
度
の
委
嘱
の
日

か
ら
令
和
８
年
３
月
31
日
ま
で

募
集
人
数
＝
２
人
※
選
考
あ
り

応
募
資
格
＝
市
内
に
居
住
ま
た
は

通
勤
・
通
学
す
る
18
歳
以
上
の
人

で
、
年
２
回
程
度
の
会
議
に
出
席

で
き
る
人
。
報
酬
は
あ
り
ま
せ
ん
。

申
し
込
み
＝
３
月
29
日
（
金
）
ま

で
に
、
「
健
康
づ
く
り
」
に
関
す

る
考
え
を
Ａ
４
用
紙
１
枚
程
度

に
ま
と
め
、
住
所
、
氏
名
、
年

齢
、
電
話
番
号
を
明
記
し
て
直
接

ま
た
は
郵
送
、
Ｅ
メ
ー
ル
で
健
康

長
寿
課
（
市
役
所
１
階
、
〒
３

７
６
‐
８
５
０
１
桐
生
市
役
所
、

kenkochoju2@
city.kiryu.

lg.jp

）
へ
。

問
い
合
わ
せ
＝
健
康
長
寿
課
（
☎

内
線
２
６
８
）

関
連
団
体
か
ら
の

お
知
ら
せ

●�

県
営
住
宅
団
地
入
居
者
定
期
募

集
対
象
＝
住
宅
に
困
っ
て
い
る
人
※

収
入
制
限
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

申
し
込
み
＝
４
月
15
日
（
月
）
ま

で
に
、
申
込
書
を
専
用
封
筒
で
県

住
宅
供
給
公
社
へ
。
申
込
用
紙
は

県
住
宅
供
給
公
社
桐
生
支
所
（
市

役
所
４
階
）
に
あ
り
ま
す
。

入
居
可
能
日
＝
入
居
資
格
審
査
が

完
了
次
第
、
個
別
に
案
内
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
＝
県
住
宅
供
給
公
社

（
☎
０
２
７
‐
２
２
３
‐
５
８
１
１
）

●
里
親
相
談
会

　
子
ど
も
た
ち

を
愛
情
を
も
っ

て
養
育
し
て
く

だ
さ
る
里
親
を

募
集
し
て
い
ま

す
。
現
役
の
里
親
な
ど
と
話
が
で

き
る
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

期
日
＝
３
月
13
日
（
水
）

時
間
＝
午
前
10
時
～
正
午

場
所
＝
保
健
福
祉
会
館

内
容
＝
里
親
制
度
の
説
明
、
里
親

と
の
座
談
会

問
い
合
わ
せ
＝
東
部
児
童
相
談
所

（
☎
０
２
７
６
‐
５
７
‐
６
１
１

１
）

●�

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
体
験
会
参
加
者

募
集

　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
の
活
動
の

紹
介
と
体
験
を
実
施
し
ま
す
。

期
日
＝
３
月
14
日
（
木
）

時
間
＝
午
後
１
時
30
分
～
４
時

場
所
＝
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
新

宿
三
丁
目
）

対
象
＝
市
内
に
居
住
ま
た
は
勤
務
、

通
学
す
る
人

募
集
人
数
＝
40
人
（
先
着
順
）

参
加
団
体
＝
体
験
学
習
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
か
る
が
も
の
会
、
桐
生
点
訳

文
化
会
、
桐
生
朗
読
奉
仕
会
、
桐

生
要
約
筆
記
会
、
桐
生
市
手
話
サ

ー
ク
ル
桐
の
葉
会

申
し
込
み
＝
３
月
８
日
（
金
）
ま

で
に
、
下
の
二
次
元
コ

ー
ド
か
ら
電
子
申
請
す

る
か
、
電
話
で
社
会
福

祉
協
議
会
（
☎
46
４
１
６
５
）
へ
。

●�

「
と
ら
い
あ
ん
ぐ
る
ん
相
談
室
」

を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
ぐ
ん
ま
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ

ー
で
は
、
専
門
の
相
談
員
が
話
を

伺
い
ま
す
。
悩
み
な
ど
を
ひ
と
り

で
抱
え
込
ま
な
い
で
、
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
女
性
相
談

期
日
＝
毎
週
火
・
水
・
金
・
日
曜

日
※
年
末
年
始
、
祝
日
、
月
曜
日

が
祝
日
（
振
替
休
日
を
含
む
）
の

場
合
の
火
曜
日
は
休
み

時
間
＝
午
前
９
時
～
正
午
、
午
後

　マイカーではなく、電車やバスで出
かけてみませんか。
　二酸化炭素の排出を抑えられるし、
公共交通の存続にもつながります。

１
時
～
４
時

女
性
相
談
専
用
＝
（
☎
０
２
７
‐

２
２
４
‐
５
２
１
０
）

▼
男
性
相
談

期
日
＝
第
２
・
第
４
日
曜
日　

時
間
＝
午
後
１
時
～
４
時

男
性
相
談
専
用
＝
（
☎
０
２
７
‐

２
１
２
‐
０
３
７
２
）

問
い
合
わ
せ
＝
群
馬
県
ぐ
ん
ま
男

女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
（
☎
０
２

７
‐
２
２
４
‐
２
２
１
１
）

●�

中
途
視
覚
障
が
い
者
生
活
訓
練

講
座

　
中
途
視
覚
障
が
い
者
の
社
会
復

帰
促
進
を
図
る
た
め
、
自
立
に
必

要
な
助
言
や
指
導
、
訓
練
を
行
い

ま
す
。

対
象
＝
視
覚
に
障
が
い
を
持
つ
人

期
日
＝
４
月
～
令
和
７
年
３
月

（
予
定
）

場
所
＝
群
馬
県
社
会
福
祉
総
合
セ

ン
タ
ー

問
い
合
わ
せ
＝
群
馬
県
視
覚
障
害

者
福
祉
協
会
事
務
局
（
☎
０
２
７

‐
２
５
５
‐
６
６
７
７
）

お
詫
び
と
訂
正

　

広
報
き
り
ゅ
う
２
月
号
８

ペ
ー
ジ
「
第
76
回
桐
生
市
文

化
祭
」
で
、
市
展
部
門
洋
画

の
規
格
に
つ
い
て
、
大
き
さ

は
「
10
号
ま
で
」
と
あ
り
ま

し
た
が
、
正
し
く
は
「
自

由
」
で
す
。
お
詫
び
し
て
訂

正
し
ま
す
。

ひとりで悩まず　すぐ相談

「おかしいな」「どうすればいいの」
消費生活トラブルで困ったときは

☎ 40‐ 1112
桐生市消費生活センター

時間＝午前９時～午後４時
※土、日、祝日、年末年始を除く



くらしの便利ガイド
各 種 相 談 案 内

相談・内容 期日・時間 場所 問い合わせ
市民相談

（日常生活全般の相談） 月～金曜日（祝日を除く）午前９時～午後４時 市民相談室（市役所２階）
市民相談室（☎内線355・503）
※電話相談可

無料法律相談
（弁護士による相談）
対象＝桐生市在住の人
募集人数＝各日６人（予
約順）

木曜日（祝日を除く）午前10時～正午※相談
日の２週間前から直接または電話で要予約
（午前９時～午後５時）

市民相談室（市役所２階）市民相談室（☎内線355・503）

３月12日（火）午前10時～正午※相談日の２
週間前から直接または電話で要予約（午前
９時～午後５時）

新里総合センター３階
新里支所市民生活課（☎74‐
2212）

人権相談
（人権侵害や差別などに
関する相談）

行政相談
（行政全般に関する相談
と問題解決のお手伝い）

【人権相談のみ】３月12日（火）・26日（火）
午後１時30分～３時30分
【行政相談のみ】４月２日（火）午後１時30
分～３時30分

市民相談室（市役所２階）

人権相談…地域づくり課
（☎内線317）
行政相談…市民相談情報課
（☎内線472）

４月１日（月）午前９時30分～11時30分 新里総合センター３階
新里支所市民生活課
（☎74‐2212）

３月21日（木）午前９時～11時 黒保根支所２階
黒保根支所市民生活課
（☎96‐2111）

【「出張」行政相談】
３月19日（火）午後１時30分～３時30分

相生公民館２階研修室 市民相談情報課（☎内線472）

消費生活相談
（消費生活に関する相談）

月～金曜日（祝日を除く）
午前９時～午後４時

桐生市消費生活センター（保健福祉会館４階）
（☎40‐1112）

労働相談
（職場に関する相談）

月～金曜日（祝日を除く）
午前９時～午後５時15分

ぐんま県民労働相談センター（☎0120‐54‐6010）

子ども・子育て総合相談
（子育て世帯・子ども・青
少年からの相談）

月～金曜日（祝日を除く）
午前８時30分～午後５時15分

保健福祉会館１階 子育て相談課（☎43‐2000）、
子どもすこやかホットライン
（☎0120‐10‐7867）土・日曜日（祝日を除く）午前10時～午後４時 保健福祉会館３階

児童虐待通報
（児童虐待と思ったら） 24時間対応

群馬県東部児童相談所（☎0276‐57‐6111）
児童相談所全国共通ダイヤル（☎189「いち・はや・く」）

※福祉、介護、教育、育児などの相談には、それぞれの担当課で応じています。
※土、日、祝日、年末年始は、群馬県東部児童相談所を除き、各相談業務、予約の受け付けとも行っていません。

乳 幼 児 の
健 康 診 査 な ど

行事 期日 対象 場所

３か月児健康診査 ４/10（水）令和５年12月１日～12月31日生まれ

保健福祉会館
（末広町）

10か月児健康診査 ４/17（水）令和５年５月16日～６月20日生まれ

１歳６か月児健康診査 ４/19（金）令和４年９月１日～10月５日生まれ

２歳児歯科健康診査 ４/26（金）令和３年10月１日～10月31日生まれ

３歳児健康診査 ４/23（火）令和２年10月１日～10月29日生まれ

育児相談 ４/25（木）小学校入学前のお子さんと保護者※要予約

すこやか栄養相談 随時 妊婦または子育て中の人

もぐもぐ離乳食 ４/25（木）生後４～５か月のお子さんと保護者※要予約

ステップアップ！離乳食 ４/26（金）生後７～８か月のお子さんと保護者※要予約

３か月児健康診査 ４/18（木）令和５年12月１日～令和６年１月９日生まれ
新里町保健

文化センター10か月児健康診査 ４/18（木）令和５年５月16日～６月29日生まれ

１歳６か月児健康診査 ４/16（火）令和４年９月１日～10月31日生まれ

　対象者には受付時間を
掲載した通知を送付しま
すので、ご確認ください。
　詳しくは、市ホーム
ページや桐生ふれあい
メールをご確認くださ
い。
問い合わせ＝子育て相談
課（☎ 43 ‐ 2003、43 ‐
2009）

広報きりゅう令和６年３月号 22
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　３・４月　休日当番医   時間：午前９時～午後６時
期日 診療科目 病医院（電話番号） 場所

３月３日
（日）

内・循・小児科 寺田内科小児科医院（77 ‐ 1100）みどり市笠懸町
内科 小島内科医院（44 ‐ 8919） 新宿三丁目
内・循環器科 山口クリニック（54 ‐ 4153） 広沢町六丁目

10 日
（日）

内・小児科 永田医院（22 ‐ 5122） 末広町
内科 みどり病院（76 ‐ 1110） みどり市笠懸町
内科 桐生協立診療所（53 ‐ 3911） 相生町二丁目

17 日
（日）

内・小児科 斉藤医院（72 ‐ 1230） みどり市大間々町
循・内科 はせがわ循環器内科クリニック（44 ‐ 9041）新宿二丁目
内科 かわうち内科クリニック（65 ‐ 6500）川内町三丁目

20 日
（祝）

内・小児科 萩原医院（72 ‐ 1025） みどり市大間々町
内・外科 村岡醫院（45 ‐ 2888） 本町三丁目
耳鼻咽喉科 かねこ耳鼻咽喉科クリニック（46 ‐ 8723）みどり市笠懸町

24 日
（日）

内・小児科 田中医院（54 ‐ 5012） 広沢町二丁目
内・消・循環器科 矢部クリニック（45 ‐ 3711） 錦町一丁目
内・消化器内科 かぶらぎ内科クリニック（70 ‐ 7575）みどり市笠懸町

31 日
（日）

内・児・循環器科 小暮医院（52 ‐ 6608） 相生町二丁目
内科 大和病院（45 ‐ 1551） 稲荷町
麻・内科 アイダ痛みのクリニック（30 ‐ 7077）みどり市大間々町

４月７日
（日）

児・皮膚科 しむらクリニック（52 ‐ 5253）相生町一丁目
内科 木村クリニック（44 ‐ 7781） 本町四丁目
内科 わたらせリバーサイドクリニック（53 ‐ 3166）相生町一丁目

広
告

※受診の際は各病医院などに事前にお問い合わせください。
　休日当番医・接骨院は変更になる場合があります。
※昼の休診時間などは医院により異なる場合があります。

救急病院案内テレホン ☎22‐0099（24時間対応）

 休日緊急歯科診療所  ☎ 45 ｰ 1397

期日＝日曜日、祝日、年末年始
時間＝午前 10 時～午後２時 30 分
　　　※受診の際は、事前にご連絡ください。
場所＝桐生市歯科医師会館（堤町三丁目３‐２、
　　　赤岩橋堤町側交差点付近）

 平日夜間急病診療所  ☎ 47 ｰ 2501

期日 =月～土曜日（祝日を除く）
時間 =午後 7時 30 分～ 10 時 30 分
診療科目 =内科、小児科
場所 =桐生メディカルセンター 1階（元宿町）

３・４月　休日当番接骨院
時間：午前９時～午後３時
※接骨院により時間を延長する場合があります。
期日 接骨院（電話番号） 場所

３月３日
（日）

武井接骨院（77 ‐ 1156）みどり市笠懸町
ひろさわ接骨院（46‐6633）広沢町六丁目

10 日
（日）

中村接骨院（32 ‐ 1878）梅田町一丁目
みのる接骨院（55‐1511）相生町二丁目

17 日
（日）

新井接骨院（44‐7577） 境野町四丁目
佐藤接骨院（51‐5858） 新里町小林

20 日
（祝）

すわ接骨院（46‐0901） 末広町
ふえき接骨院（65‐5125）川内町四丁目

24 日
（日）

大川接骨院（44‐1151） 境野町一丁目
馬場接骨院（73‐7455） みどり市大間々町

31 日
（日）

奥澤接骨院（76‐2036） みどり市笠懸町
いけだ整骨院・鍼灸治療院（43‐5233）東四丁目

４月７日
（日）

かしわせ接骨院（43‐6571）本町三丁目
くぼづか接骨院（77‐2112）みどり市笠懸町

市役所・支所業務時間

場所
期日 市役所 新里支所

３月 ３日（日）住基・戸籍・マイナンバー・パスポート 住基・戸籍・マイナンバー

３月17日（日）住基・戸籍・パスポート －

４月 ７日（日）住基・戸籍・マイナンバー・パスポート 住基・戸籍・マイナンバー

休日窓口　時間＝午前９時～午後１時 住基＝住民基本台帳
時間＝午前８時30分～午後５時15分
休業日＝土、日、祝日、年末年始
※�住基・戸籍（一部業務を除く）は、市役所は
水曜日のみ午後７時まで

※�パスポート：午前９時～午後４時30分
※�マイナンバー：午前９時～午後５時15分（市
役所は、水曜日のみ午後７時まで）
問い合わせ＝住基・戸籍・パスポートについて
は市民課（☎内線245）、マイナンバーについて
は桐生市マイナンバーコールセンター（☎050
‐3504‐9528）※コールセンターは３月29日
（金）をもって終了します。

23 桐生市役所（☎0277‐ 46‐ 1111）
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「
史
料
を
紐ひ
も

解
き

　
近
世
部
会
で
は
、
現
在
、
新

里
地
域
の
古
文
書
調
査
を
行
っ

て
い
ま
す
。
市
史
の
編
さ
ん
は

文
字
通
り
郷
土
の
歴
史
を
編
む

こ
と
で
す
が
、
欠
か
す
こ
と
が

で
き
な
い
の
が
、
古
文
書
や
古

記
録
な
ど
の
歴
史
資
料
で
す
。

　
桐
生
市
域
で
古
文
書
の
調
査

が
本
格
的
に
行
わ
れ
た
の
は
昭

和
57
・
60
・
61
年
に
群
馬
県
史

編
さ
ん
室
近
世
部
会
が
行
っ
た

調
査
で
す
。
私
は
そ
の
時
の
調

査
に
ス
タ
ッ
フ
の
一
人
と
し
て

参
加
し
ま
し
た
が
、
89
か
所
の

所
蔵
者
と
３
万
２
０
０
０
点
余

り
の
古
文
書
の
所
在
が
確
認
さ

れ
ま
し
た
。

　
１
月
に
能
登
半
島
地
震
が
起

こ
り
、
甚
大
な
被
害
の
様
子
が

報
じ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
歴
史

資
料
の
レ
ス
キ
ュ
ー
も
す
で
に

始
ま
っ
て
い
ま
す
。
古
文
書
の

所
在
調
査
は
、
東
日
本
大
震
災

な
ど
の
大
災
害
の
ほ
か
、
火
災

や
洪
水
な
ど
で
被
災
し
た
資
料

を
迅
速
に
救
助
す
る
た
め
に
役

立
っ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
全
県
を
対
象
と
し
、

短
期
間
で
行
わ
れ
た
県
史
の
調

査
は
充
分
と
は
言
え
ず
、
そ
の

後
も
継
続
し
て
所
在
調
査
を
行

っ
て
い
る
桐
生
市
立
図
書
館
に

は
、
現
在
、
３
万
６
０
０
０
点

余
り
の
古
文
書
が
収
蔵
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
今
回
の
市
史
の
編
さ
ん
で
は
、

ま
ず
、
何
百
年
も
の
間
、
多
く

の
人
々
に
守
ら
れ
て
き
た
郷
土

の
「
た
か
ら
も
の
」
で
あ
る
古

文
書
の
追
跡
調
査
を
行
い
、
県

史
調
査
か
ら
40
年
を
経
過
し
、

取
り
ま
く
環
境
も
大
き
く
変
わ

っ
た
現
在
、
未
来
へ
残
す
た
め

の
保
存
対
策
も
考
え
て
い
き
ま

す
。

　
ま
た
、
ど
こ
か
で
い
ま
だ
息

を
潜
め
て
い
る
古
文
書
と
の
出

会
い
も
楽
し
み
で
す
。
た
と
え

一
片
の
領
収
書
で
も
貴
重
な
情

報
を
伝
え
て
く
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら

の
情
報
提
供
や
古
文
書
の
保
存

に
関
す
る
相
談
も
お
寄
せ
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ
＝
市
史
編
さ
ん
室

（
☎
47
７
３
３
５
）

市
史
編
さ
ん
だ
よ
り

第
15
回

『
新
編　
桐
生
市
史
』
編
集
委
員

　
近
世
部
会
専
門
委
員

瀧た
き
ざ
わ沢　
典よ
し
え枝

飯
いいじま

島 悠
ゆ う と

斗ちゃん
11 か月

（新里町新川）

粕
かすかわ

川 飛
ひ す い

粋ちゃん
３歳６か月

（新里町新川）

パチリいい顔 桐生っ子
　市内に居住する３歳まで（申し込
み時）の桐生っ子を募集します。
申し込み ＝ Ｅメール （miryoku@
city.kiryu.lg.jp）にお子さんの氏名
（ふりがな）、生年月日、住所、保
護者氏名、電話番号を記入し、お子
さんの画像データを添付のうえ、魅
力発信課（☎内線505）へ。

▲古文書の調査風景

高
たかしま

嶋 紬
つむぎ

ちゃん
11 か月

（新里町新川）

▲桐生市立図書館の資料保存状況

そ
し
て
未
来
へ
残
す
」

広
告


